
国と第三者機関を設置している各自治体との機能の比較

国

公文書管理法 大阪市 札幌市 相模原市 安芸高田市 秋田市 小布施町 高松市 三豊市 高根沢町 豊島区 渋川市 世田谷区 野洲市 市川市 鶴岡市 茅ケ崎市 熊本市

利用請求権の規定の有無 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 × 〇 〇

歴史的公文書の廃棄の規定の有無 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇

特定歴史公文書の利用に係る処分等について審
査請求があったとき

諮問
（公文書館長）

諮問 諮問 諮問 諮問 諮問 諮問 諮問 諮問 諮問 ― 諮問 ― ― 諮問 ― 諮問 諮問

政令（公文書管理法施行令）を制定・改正しよ
うとするとき

諮問
（内閣総理大臣）

― ― ― 諮問 諮問 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

行政機関の長が行政文書管理規則を制定・改正
しようとするとき

諮問
（内閣総理大臣）

― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 諮問 ― ―

公文書館長が利用等規則を制定・改正しようと
するとき

諮問
（内閣総理大臣）

― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

保存している特定歴史公文書を廃棄しようとす
るとき

諮問
（内閣総理大臣）

意見聴取 諮問 意見聴取 諮問 諮問 ― 諮問 諮問 ― 諮問 意見聴取 ― ―
意見聴取
できる

諮問 意見聴取 意見聴取

内閣総理大臣が行政機関の長に対し、公文書等
の管理について改善を勧告しようとするとき

諮問
（内閣総理大臣）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

当該条例の改廃に関する事項 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ―

実施機関が、公文書を廃棄しようとするときに、市長
との協議が整わないとき

― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

条例に基づく規則の制定・改正しようとするとき ― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 諮問 ― ―

現用文書の保存期間の基準の制定・改正しようとす
るとき

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 報告 ― ― ― ―

現用文書の保存期間の基準の制定・改正したとき ― ― 報告 ― ― ― ― ― ― ― 報告 ― ― ― ― ― ―

★　現用文書を廃棄しようとするとき ― ― 意見聴取 ― ― ― ― ― ― 諮問 意見聴取 意見聴取 報告 ― ― ― ―

現用文書の保存期間を延長しようとするとき ― ― 意見聴取 ― ― ― ― ― ― ― 意見聴取 ― ― ― ― ― ―

歴史公文書該当基準の制定・改正しようとするとき 意見聴取 ― 意見聴取 ― ― ― ― ― ― ― 意見聴取 ― ― ― ― ― ―

歴史的公文書を市長に移管するとき ― ― ― ― ― ― ― ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ―

公文書等の管理に関する重要な事項についての調
査審議

諮問 ― ― ― ― ― 諮問 ― ― 諮問 ― ― ― ― ― ― ―

※諮問：【規定内容】　諮問しなければならない。

※意見聴取：【規定内容】　意見を聴かなければならない。 ※意見聴取できる：【規定内容】　意見を聴くことができる。

自治体独自の機能

指定都市の
公文書管理条例

市区町村の
公文書管理条例

法律・条例

※条例等に同様の規定
あり〇、規定なし×

国の第三者機関の機能
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